
                               

 

 

 

 

令和４年２月１６日 

県政記者クラブ報道機関 各位 

山形県産業労働部中小企業・創業支援課 

 

 

  

県では、国が実施している事業復活支援金の対象要件に該当する方に確実に申請してい

ただけるよう、下記のとおり県独自の申請サポート窓口を設置します。 

つきましては、この申請サポート窓口について、周知くださるようお願いいたします。 

記 

１ 申請サポート窓口の設置について 

（１）場    所  各総合支庁 

（２）開  設  日  令和４年２月２１日（月）から 

（３）時    間  平日 ９時００分～１７時００分 

（４）窓口の連絡先  村山総合支庁 ０２３－６２１－８４４３ 

           最上総合支庁 ０２３３－２９－１３０６ 

           置賜総合支庁 ０２３８－２６－６０４２ 

庄内総合支庁 ０２３５－６６－５４８４ 

２ 申請サポートの主な内容について 

   申請サポート窓口において、事業復活支援金の申請に必要なＩＤ取得から、事前確

認やオンライン申請まで、一貫したサポートを実施します。 

なお、事前確認及びオンライン申請は、山形県行政書士会の協力により、行政書士

が、毎週火曜日と金曜日に各総合支庁の申請サポート窓口で支援します。 

※ＩＤ取得、事前確認及びオンライン申請については、前日までの予約が必要となり

ます。なお、２月２１日（月）のＩＤ取得については、当日の予約を受け付けます。 

※申請に当たっては、確定申告書（写し）等の提示が必要となります。 

３ 申請サポートの主な対象者 

・パソコン・スマートフォンを持っていない事業者 

・商工団体等に所属していない事業者 

・税理士と顧問契約等をしていない事業者 

・金融機関から融資を受けていない事業者 など 

 

 

事業復活支援金の申請サポート窓口の設置について 

担 当：産業労働部中小企業・創業支援課 

    課長補佐 鈴木（023-630-2393） 

報道監：産業労働部 

    次  長 大山 

やまがたの上質ないいもの。 
その魅⼒をもっと伝えたい。 

この新しいブランドマークを旗印に、 
⼭形のいいものの魅⼒を伝えていきます。 
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【サポート窓口の設置】

設置場所：各総合支庁産業経済部 開設期間：２／２１～

【サポート内容】

○相談への対応及びＩＤ番号取得のサポート

○事業者の事前確認及び確認通知番号の発行

○オンライン申請のサポート

事業者に寄り添って、ＩＤ取得からオンライン申請まで一貫サポート！！

アカウントの申請・登録

総合支庁 専門家（行政書士） 政府専門家（行政書士）

事業者の申請の相談 事前確認業務 事業者の申請のサポート

令和４年２月16日
産 業 労 働 部
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旧納税地及び

旧 法 人 名 等

添付書類
貸借対照表、損益計算書、株主（社員）資
本等変動計算書又は損益金処分表、勘定
科目内訳明細書、事業概況書、組織再編
成に係る契約書等の写し、組織再編成に
係る移転資産等の明細書

別
表
一

各
事
業
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度
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所
得
に
係
る
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告
書－

内
国
法
人
の
分

平
三
十
一
・
四
・
一
以
後
終
了
事
業
年
度
等
分

…
…

○印税 理 士
署 名 押 印

年 月 日

兆 十億 百万

年 月 日

整理番号

事業年度
（至）

売上金額

申告年月日

一 連 番 号

税

務

署

処

理

欄

※

申 告 区 分

庁 指 定 局指定 指導等 区 分通信日付印 確認印

年 月 日

翌年以降
送付要否
税理士法第30条
の 書 面 提 出 有

税理士法第33条
の２の書面提出有

適用額明細書
提出の有無

法
人
税

地 方
法人税

期限後 修 正 修 正期限後

要 否 無有

有 有

事業年度分の法人税 申告書
申告書課税事業年度分の地方法人税

中 間中 間

年 月 日
年 月 日

年 月 日

年 月 日

令和 年 月 日
税務署長殿

署受
務 付
税 印

納税地

法人名

（フリガナ）

（フリガナ）
代 表 者
記名押印
代表者
住 所

電話（ ） －

○印

法人番号

十億 百万 千 円

１

控 除 税 額

差引所得に対する法人税額

法 人 税 額 計

同上に対する税額

課 税 留 保 金 額

同上に対する税額

課税土地譲渡利益金額

差 引 法 人 税 額

所得金額又は欠損金額

法 人 税 額

（２）－（３）

（22）＋（23）＋（24）

（４）＋（５）＋（７）＋（９）

（10）－（11）－（12）－（13）

（別表三 「４」）（一）

（別表三 「８」）（一）

（別表三（二）「24」＋別表三
（二の二）「25」＋別表三（三）「20」）

差引確定
法人税額
（14）－（15）（ ）中間申告の場合はその

税額とし､マイナスの
場合は、（26）へ記入
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金

土
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譲
渡
留
保
金

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０

０ ０

連結納税の承認を取り消された
場合等における既に控除された
法人税額の特別控除額の加算額

剰 余 金 ・ 利 益 の 配 当
（剰余金の分配）の金額

十億 百万 千 円

控除しきれなかった金額

控 除 し た 金 額

外 国 税 額

計

所 得 税 の 額
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土 地 譲 渡 税 額

同 上

（21）
所得税額等の還付金額

中 間 納 付 額

こ
の
申
告
に
よ
る
還
付
金
額

（15）－（14）

（別表三 「27」）（二）

（別表三 「28」）（二の二）

同 上
（別表三 「23」）（三）

申
告
で
あ
る
場
合

こ
の
申
告
が
修
正

欠損金又は災害損失金等の当期控除額
（別表七 「４の計」＋（別表七 「９」（一） （二）
若しくは「21」又は別表七 「10」））（三）

翌期へ繰り越す欠損金又は災害損失金
（別表七 「5の合計」）（一）
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20

21
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25
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29

31

17

課税留保金額に
対する法人税額

課税標準法人税額

（59）

地 方 法 人 税 額
（58）

所 得 地 方 法 人 税 額
（36）＋（37）

差 引 地 方 法 人 税 額
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ゆうちょ銀行の
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郵便局名等
本店･支店
出 張 所
本所･支所

銀 行
金庫･組合
農協･漁協

年 月 日残余財産の最
後の分配又は
引渡しの日
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０
０
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（42）－（43）（ ）中間申告の場合はその

税額とし､マイナスの
場合は､（45）へ記入

０ ０

課税標準法人税額

所 得 の 金 額 に
対する法人税額

（９）

（4）＋（5）＋（7）＋（10の外書）

課税留保金額に係る地方法人税額

この 申 告 により納 付
すべき法人税額又は
減少する還付請求税額

（65）

（43）－（42）

所得の金額に
対する法人税額

（68）
課税留保金額に
対する法人税額

（69）

（70）

（74） ０ ０

46
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49

外

（別表四「47の 」）①

この申告前の所得
金額又は欠損金額

（60）

０ ０ ０

０ ０ ０

０ ０

中間申告分の法人税額

２

３
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５

６

７

８

９

10
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０ ０

中間申告分の地方法人税額

（別表六 「6の③」）（一）
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０ ０

０ ０

（別表六 「20」）（二）

（別表六 「50」）（二）

特 定
同族会社 非同族会社

事業種目

同族会社同非区分

非中小法人
円期末現在の資本金の

額又は出資金の額
同上が１億円以下の普通法人のうち中小法人に該当しないもの

左記以外の公益法人
等、協同組合等又は
特 定 の 医 療 法 人

仮装経理に基づく過大申告の
更正に伴う控除法人税額

（（（10）（11）（12））と（19）のうち少ない金額）－ －

仮装経理に基づく過大申告の
更正に伴う控除地方法人税額

法人税額の特別控除額
（別表六 「４」）（六）
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外
30

（25）＋（26）＋（27）

欠損金の繰戻しに
よる還付請求税額

計

27

28

外

外

43

法人区分
普通法人（特定の医療法
人を除く｡）一般社団法
人等､みなし公益法人等
又は人格のない社団等

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等
に係る控除対象所得税額等相当額の控除額
（別表六 「7」＋別表十七 「3」）（五の二） （三の十二）

15

16 32

42

平成・令和

平成・令和 （ ）中間申告の場合
の 計 算 期 間

平成･令和
平成･令和

平成･令和 平成･令和

（53）＋（54）＋（55）

分配時調整外国税相当額及び外国関係会社等
に係る控除対象所得税額等相当額の控除額
（（（別表六（五の二）「8」）＋（別表十七（三の十二）
「 4 」））と（ 3 8 ）の う ち 少 な い 金 額 ）

青色申告


